
2027年国際園芸博覧会屋内出展作品に係る設計・施工・維持管理業務委託 

プロポーザル公募要領 
 
 

2027 年に神奈川県横浜市で開催される国際園芸博覧会において、国内外の来園者に対し、

県産花きを用いた福岡県らしさを表現する作品を制作・展示するとともに、本県花きの魅力

を発信し、更なる県内誘客の拡大や本県花き産業の活性化につなげていくもの。 

なお、本公募は出展に係る作品のデザイン及び設計、作品の整備、期間中の維持管理を行

う事業者の選定を目的とする。 

 

 

１ 募集の内容 

（１）委 託 者：福岡県農林水産部園芸振興課 

（２）業 務 名：2027年国際園芸博覧会屋内出展作品に係る設計・施工・維持管理業務 

委託 ※以下、「本業務」という。 

（３）業務内容：別紙「2027年国際園芸博覧会屋内出展作品に係る設計・施工・維持管理

業務委託仕様書」のとおり 

（４）委託期間：契約締結の日から令和９年９月３０日（木）まで 

（５）予算規模：13,000千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 
        ※上限額であり、実際の契約額については、決定した候補者と仕様内容を

協議し決定する。  
 

２ 応募資格 

 次の要件をすべて満たす者であること。 

（１）福岡県内に事業所（本社又は支社等）を有していること。 

（２）当該委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウ等を有し、かつ当該委託業務を円滑 

に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 

（３）福岡県競争入札参加資格を有していること。 

（４）過去において、国・地方公共団体又は民間事業者と本業務に類似する業務の契約を 

締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績があること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参

加者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

（６）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１

３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者。 

（７）福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又は暴

力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（８）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

ている者または民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の

申し立てがなされている者ではないこと。 

（９）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（10）監督官庁より業務停止処分又は業の免許もしくは登録の取消処分を受けていないこ



と。 

（11）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 
 

３ 失格 

次の各号に該当する者は失格とし、応募を無効とする。 

（１）本実施要領２の応募資格に定めた要件が備わっていないとき 

（２）提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、

その補正に応じないとき 

（３）提出書類に虚偽又は不正があったとき 

（４）提案書等の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき 

（５）その他、不正な行為があったとき 

 

４ 企画提案公募スケジュール（予定を含む） 

令和８年５月２０日（水） 公募開始 

    ５月２８日（木） 公募説明会 

６月 ５日（金） 質問 受付締切 

６月１２日（金） 質問に対する回答 

６月１９日（金） 企画提案公募 参加申請書 受付締切 

６月２６日（金） 企画提案公募 提案参加辞退届 受付締切 

７月１５日（水） 企画提案書 受付締切 

７月２２日（水） 一次審査（書面審査）の合否通知 

７月２８日（火） 最終審査（プレゼンテーション） 

８月上旬     審査結果通知 

８月中旬     契約の締結 

 

５ 問い合わせ先及び企画提案書等提出先 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号（県庁５階） 

福岡県農林水産部園芸振興課花き係 岡本 宛 

電 話：０９２－６４３－３５７４／ＦＡＸ：０９２－６４３－３４９０ 

  メール：engei@pref.fukuoka.lg.jp 

 

６ 手続き等 

（１）事前説明会 

   本公募型プロポーザルに関する説明会を下記のとおり開催する。希望する場合

は、説明会参加申込書（様式第１号）に記入し、令和８年５月２５日（月）まで

に下記のとおり提出すること。 

    なお、説明会へ参加していない場合でも、企画提案公募への参加申込は可能とす

る。 

  ・開催日時 

    令和８年５月２８日（木） １３時３０分～ 

    ※開催手法の詳細（Web開催又は対面説明会）については、参加申込のあった事業



者へ別途連絡する。 

 

   ・提出方法 

    本実施要領５に記載しているメールアドレス宛に参加申込書を提出すること。 

   ・説明内容 

    国際園芸博覧会の概要、出展の方針及び出展作品のイメージについて説明する。 

    原則、当日の質問は受け付けない。質問がある場合は、本実施要領６（２）のと

おり質問すること。 

 

（２）質問について 

本公募要領や仕様書に関する質問がある場合は、「質問書」（様式第２号）に必要事

項を記入のうえ、下記により提出すること。 

① 質問書提出期限  令和８年６月５日（金）１７時 

② 提出方法 

メール（アドレス：engei@pref.fukuoka.lg.jp）により、「質問書」（様式第２ 

号）を送付するとともに、受信確認のための電話をすること。 

③ 質問に対する回答 

令和８年６月１２日（金）までに福岡県ホームページに掲載する。 

ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わる場合

は、質問者に対してのみ回答する。 

 

（３）企画提案参加申請書の提出 

参加を希望する者は、参加申請書（様式第３号）を提出すること。申請書の提出が

ない者の参加は認められない。 

※参加申請を行ったものには国際園芸博覧協会が別に定める「2027年国際園芸博覧

会 参加ガイドライン」等の資料を個別に送付する。 

① 提出書類：参加申請書（様式第３号） 

② 提出期限：令和８年６月１９日（金）１７時必着 

③ 提出方法：上記５に持参又は郵送すること。 

 

（４）企画提案参加の辞退 

   企画提案参加申請書の提出後、参加を辞退する場合は、企画提案参加辞退届（様式

第４号）を提出すること。 

   ① 提出書類：企画提案参加辞退届（様式第４号） 

   ② 提出期限：令和８年６月２６日（金）１７時必着 

   ③ 提出方法：上記５に持参又は郵送すること。 

 

（５）企画提案書等の提出 

① 提出書類及び部数 

 ア 提案参加申込書（様式第３号）１部 

 イ 企画提案書（任意様式）（Ａ４版横書き、片面印刷） ８部 



※企画提案書は別紙「企画提案書作成要領」により作成すること。 

ウ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）及び定款の写し １部 

 エ 決算書、事業報告書等の経営の内容が分かる書類  １部 

オ 応募者の業務概要が分かる書類（パンフレット等） １部 

② 提出期限 

令和８年７月１５日（水)１７時必着 

③ 提出先及び提出方法 

上記５に持参又は郵送 

※電子ファイル及びＦＡＸでの提出は受け付けない。 

※特定記録又は簡易書留とし、封筒の表に「企画提案書類在中」と記載。 

 

（６）応募の無効 

本要領に示した公募参加の資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の応募は

無効とする。  

 

（７）留意事項 

① 提出された企画提案書類は当該業務の委託先の選定のみに使用する。 

② 企画提案書類の作成に要した費用等は、提案者の負担とする。 

③ 提出された企画提案書類は、採用の有無に関わらず返却しない。 

④ 企画提案書は、情報公開請求を受けた場合、県情報公開条例に基づき原則と 

  して開示する。 

 

７ 事業者の選定 

（１）選考方法 

一次審査（書面審査）を通過した企画提案書について、外部委員を含む「2027年

国際園芸博覧会屋内出展作品に係る設計・施工・維持管理事業委託事業者選定委

員会」（以下「選定委員会」という。）の選定委員による最終審査（プレゼンテ

ーション）を行い、最も優秀な提案を行った事業者を委託先候補者として選定す

る。 

 

① 一次審査(書面審査) 

・事業者から提出された企画提案書類をもとに書面審査を行う。 

・審査結果については、後日、企画提案者全てに文書で通知する。 

・審査結果に関する質問には応じない。  

 

② 最終審査（プレゼンテーション審査） 

・一次審査を通過した企画提案書を基に最終審査を行う。 

・プレゼンテーションは、提出した企画提案書を用いて実施することとし、プレゼ

ンテーションの時間は１社３０分（説明１５分、質疑１５分予定）とする（審査

は非公開とする。）。 

・プレゼンテーションの順番は県が指定し、応募数によっては説明時間の短縮等を



行う場合がある。 

・一次審査通過事業者が１社のみの場合も、提案企画のプレゼンテーションを行う

こととする。 

・審査会を正当な理由なく欠席した場合、当該提案は無効とする。ただし、やむを

得ない理由により欠席した場合は、選定委員会において協議の上、対応を通知す

る。 

   

③ 主な審査項目 

・国際園芸博覧会のテーマを十分に理解し、本県花きの魅力を発信する手法が具体

的に示されているか。 

・イベントを円滑に運営するための強固な体制と、質の高いスタッフを選定・育成 

する計画が具体的に示されているか。 

・博覧会へ出展することによる効果を最大化する広報戦略と、その実現に必要な 

予算が適切に計画されており、これまでの実績に裏打ちされた遂行能力があるか。 

 

  ④ その他 

・プレゼンテーション審査は、各委員の評価点の合計が満点の６割を最低基準点と

し、合計点数がこれに満たない場合は選定しない。 

・提案者が１社の場合、合計点数が最低基準点以上のときは委託先候補者として選

定する。 

・評価が同点の場合、各委員からの意見を参考に、選定委員会委員長が委託先候補

者を決定する。 

 

（２）選定結果の通知及び公表 

   審査の結果については、審査後速やかに提案者に通知するとともに、福岡県ホーム

ページにおいて公表する。 

 

８ 契約について 

選定委員会で選定された事業者（以下「委託先候補者」）と契約締結の協議を行い、

契約を締結する。この協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容変更

の協議も含むものとする。 

 

（１）福岡県は、委託先候補者と具体的な委託業務内容等について協議を行い合意に達し

た場合に限り、随意契約の方法により、当該合意内容に基づいた見積書の提出を依

頼する。なお、当該見積額が予定価格以下であれば、委託契約を締結するものとす

る。 

（２）契約締結に係る諸費用（印紙代等）は、委託先候補者の負担とする。 

（３）委託業務内容は委託先候補者が提出した企画提案書を基本とするが、契約協議の過

程及び関係者との協議の過程で、本県が内容の修正を求めることがある。 

（４）協議は委託先候補者としての順位が上位の候補者から行い、合意に至らない場合、

次順位の委託先候補者と協議を行うものとする。 



（５）契約にあたっては、福岡県財務規則第１６９条の規定により、契約金額の１００分

の１０以上の金額を契約保証金として福岡県に納めることとする。なお、この契約

保証金は、契約が支障なく履行されたときは、契約期間満了時に全額返還とする。 

また、福岡県を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結した場合や、福岡県

財務規則第１７０条第１項第４号に規定する必要な資格を有する者で、過去２年間

の間に県もしくは本県以外の地方公共団体または国（独立行政法人等を含む）と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これをすべて誠実に

履行した場合等など、契約保証金が減免される場合がある。 

（６）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（会場費、人件費、旅費、材料費、消耗

品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、謝金、保険料、撮影費、編集・録音費

等）を含むものとし、原則として領収書等で確認できるものを対象とする。 ただ

し、委託候補者による会合や飲食費や、委託業務とは直接関係のない経費、備品の

購入など業者の財産取得となる経費は対象外とする。 

（７）福岡県暴力団排除条例の施行に伴い、契約にあたっては、「誓約書」を提出するこ

ととする。また、契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明した時は、

当該契約を解除するとともに違約金を徴収する。 

 

９ 事業報告 

委託期間満了後、速やかに事業実施報告書を提出すること。なお、事業実施に要した

経費については、金銭出納簿など収支を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にして

おくとともに、事業終了後５年間保管すること。 

 

10 問い合わせ先 

福岡県農林水産部園芸振興課花き係 岡本 

電 話：０９２－６４３－３５７４ 

ＦＡＸ：０９２－６４３－３４９０ 

メール：engei@pref.fukuoka.lg.jp 


